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改版履歴

項番 版数 改定日 変更箇所 変更内容

1 1.0 R5/3/17 （新規） ー
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健康保険証利用登録API　利用フロー

■新規でAPIを利用したいとき

(１　はじめに)

(２　必要に応じ随時)

(３　利用の意志及び

　開発内容が概ね固まったら)

(４　企画書の内容について合意が取れたら)

利

用

準

備

/

開

発

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

利

用

検

討

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

・マイナポータルAPI仕様公開サイトの「健康保険証利用

登録APIの個別ページ」の確認、「利用規約」を入手しAPI

の利用について、事業者内で検討。

A-1 利用検討

・問合せに対し、マイナポータル運営主体よりメール等にて

回答。

A-3 問合せに対する回答

・マイナポータルAPI仕様公開サイトから「利用企画書」、

「利用条件確認書」を入手し、記入。

・マイナポータルAPI仕様公開サイトから、問合せフォームに

て、事前打合せを申込み。

（打合せ実施まで3週間程度を要する）

A-4 事前打合せの申込み

・事業者、デジタル庁、マイナポータル運営主体にて、打合せを実施。

・「利用企画書」及び「利用条件確認書」に基づき、利用の内容や条件を検討・確認。

A-6 事前打合せ(初回打合せ)の実施

・マイナポータルAPI仕様公開サイトから「技術仕様開示申

請書」、「機密保持誓約書」、「第三者開示承諾願(※)」、

「ユーザ情報一覧」を入手し、記入。

※「第三者開示承諾願」は、必要に応じて提出。

A-7 申請書の作成と提出

・提出された資料の確認を行い、デジタルPMOへ事業者

登録を実施。

A-8 申請書の受領と確認

・デジタルPMOにログインし、仕様書をダウンロードする。

・事業者にて開発を実施し、疑問等がある場合は「お問合

せ表」を作成し、マイナポータル運営主体にメールで連絡。

A-9 仕様書の入手とシステム開発の実施

・「利用企画書」、「利用条件確認書」を確認し、不備や

不明点等がないか確認。不備等がある場合は、マイナポー

タル運営主体から事業者へ修正依頼の連絡を実施。

・打合せ日程の調整

A-5 打合せ資料の確認

・マイナポータルAPI仕様公開サイトから、問合せフォームに

て問合せ。

A-2 疑問点の問合せ
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健康保険証利用登録API　利用フロー

(５　開発が完了し、接続試験の準備ができたら)

(６　接続試験が完了したら)

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

利

用

準

備

/

接

続

試

験

・事業者にて、下記資料を作成し、マイナポータル運営主

体に提出。

「接続確認環境利用申請書」

・接続試験で実施する「試験項目」をマイナポータル運営

主体に提出。

※疎通試験の2週間前までに提出。

A-10 試験環境の利用申請

・事業者にて疎通試験を実施。

※接続試験と同時に実施することは可能。

A-12 疎通試験

・「接続試験完了報告書」を提出。

A-14 接続試験完了の報告

・「接続試験完了報告書」を受領、確認。

A-15 接続試験完了報告の受領

・事業者にて必要な試験を実施。

A-13 接続試験

・提出された資料の確認を行い、接続に必要な情報を設

定し、事業者へご連絡。

A-11 申請書の受領と確認
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(７　本番の準備ができたら)

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

利

用

準

備

/

本

番

準

備

・事業者にて、下記資料を作成し、マイナポータル運営主

体に提出。

「利用企画書」(更新版)

「利用条件確認書」(更新版)

「利用申請書」

※疎通試験の2週間前までに提出。

A-16 本番環境の利用申請

・提出された資料の確認を行い、疎通試験日をご連絡。

A-17 申請書の受領と確認

・事業者にて本番環境の疎通試験を実施。

A-18 本番環境疎通試験

・マイナポータル運営主体へ本番環境での試験完了報告

A-20 本番環境での試験完了報告

・デジタル庁にて利用開始の審査(※)

※必要に応じて提出された「利用企画書」等の資料の修

正を依頼。

※審査には1か月程度の時間を要する。

・審査完了後、承諾書の連絡

A-21 利用開始の審査

A-19 本番環境における接続試験

・事業者にて本番環境にて試験を実施。

<前提条件>資材リリースや接続設定が完了しており、本番用のマイナンバーカード（利用者

証明用電子証明書）を試験で利用できること。

・承諾書を受領後、サービスを開始

A-22 サービス開始
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■利用内容を変更したいとき

(１　変更内容が概ね固まったら)

(２　変更内容について合意が取れたら)

(３　接続試験の準備ができたら)

(４　本番の準備ができたら)

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

利

用

内

容

の

変

更

・事業者にて、下記資料を作成し、マイナポータル運営主

体に提出。(変更内容には、色やアンダーライン等の工夫に

より、追加・変更箇所が明瞭に分かるようにする。)

「利用企画書」

「利用条件確認書」

・メール等にて、作成した資料を添付し、マイナポータル運

営主体へ打合せを申込む。

B-1 打合せの申込み

(※A-9と同様)

B-3 システム開発の実施

(※A-10～A-15と同様)

B-4 接続確認環境の利用申請等

・A-16に加え、「利用変更申請書」を作成、提出。

B-5 APIの利用変更申請

(※A-18～A-22と同様)

B-7 本番環境の試験等

(※A-4～A-6と同様)

B-2 打合せの実施

(※A-17と同様)

B-6 APIの利用変更申請の確認
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■利用を停止したいとき

(１　利用停止の時期等が概ね固まったら)

■利用を再開したいとき

(１　利用再開の時期等が概ね固まったら)

■利用を終了したいとき

(１　利用終了の時期等が概ね固まったら)
利

用

終

了

利

用

停

止

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

利

用

再

開

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

フェーズ
Webサービス提供者(事業者)

(民間事業者、行政機関等)

デジタル庁

(マイナポータル運営主体)

・「利用停止・利用再開届出書」を作成、提出。

C-1 API利用停止の届出

・「利用停止・利用再開届出書」を受領、確認。

C-2 API利用停止届の受領

・「利用停止・利用再開届出書」を作成、提出。

D-1 API利用再開の届出

・「利用停止・利用再開届出書」を受領、確認。

D-2 API利用再開届の受領

・「利用終了届」を作成、提出。

E-1 API利用終了の届出

・「利用終了届」を受領、確認。

E-2 API利用終了届の受領
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